
 

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の一部を改正する規

則をここに公布する。  

令和７年２月２７日  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第４号  

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の一部を改正す

る規則  

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則（平成１９年上尾市

規則第１８号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「配偶者のない女子又は男子」を「母子及び父子並びに寡婦福祉

法第６条第１項に規定する配偶者のない女子及び同条第２項に規定する配偶

者のない男子」に改め、同条第１号を次のように改める。  

 (1 ) 母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱（平成２６年９月３

０日付け雇児発０９３０第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）に基づく事業に係る支援（以下「策定支援」という。）を受けてい

る者  

第３条第２号中「第１０１条の２の７第１号の２」を「第１０１条の２の

７第２号」に、同項第３号中「第１０１条の２の７第２号に」を「第１０１

条の２の７第４号に」に改める。  

第４条第１項第１号中「第３号」を「第４号」に改め、同項第２号中「次

号及び第８条第１項において」を「以下」に改め、「できない支給対象者」

の次に「（次号に掲げる支給対象者を除く。）」を加え、同項第３号を次の

ように改める。  

 (3 ) 対象講座の受講開始日において、専門実践教育訓練給付金の支給を受

けることができない支給対象者（当該対象講座を修了した日の翌日から

起算して１年以内に、当該対象講座に係る資格を取得し、及び就職等を

した者（当該対象講座を修了した日において就職等をしている者を含

む。）に限る。）  当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った

費用（入学料及び授業料に限る。）の額に１００分の８５を乗じて得た

額（その額が対象講座を受講した年数（その年数が４年を超えるときは、



４年）に６０万円を乗じて得た額を超えるときは、その年数に６０万円

を乗じて得た額）。この場合において、当該乗じて得た額に１円未満の

端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。  

第４条第１項に次の１号を加える。  

 (4 ) 前３号に掲げる支給対象者以外の支給対象者  次のアからウまでに掲

げる者の区分に応じそれぞれ当該アからウまでに定める額から雇用保険

法第６０条の２第４項の規定により当該支給対象者が支給を受けること

ができる一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教

育訓練給付金（以下「一般教育訓練給付金等」という。）の額を差し引

いた額  

  ア  一般教育訓練又は特定一般教育訓練を受ける者  第１号に定める額  

  イ  専門実践教育訓練を受ける者（ウに掲げる者を除く。）  第２号に

定める額  

 ウ  専門実践教育訓練を受ける者（当該対象講座を修了した日の翌日か

ら起算して１年以内に、当該対象講座に係る資格を取得し、及び就職

等をした者（当該対象講座を修了した日において就職等をしている者

を含む。）に限る。）  前号に定める額  

第６条第２項中「第６条の６第２項各号」を「第６条の６第２項」に、

「掲げる書類」を「規定する書類及び策定支援を受けていることを証する書

類」に改める。  

第７条第１項中「第６条の７第２項」を「第６条の７第３項」に改める。  

第８条第２項第１号中「第６条の８第２項各号」の次に「（第４項の規定

による決定を受けた者にあっては、同条第２項第３号を除く。）」を加え、

同項第２号中「雇用保険法の規定による教育訓練給付金」を「一般教育訓練

給付金等」に改め、同号の次に次の４号を加える。  

 (3 ) 策定支援を受けていることを証する書類  

 (4 ) 次項の規定による決定を受けたときは、当該対象講座の修了に必要な

実績及び目標を達成していることを証する受講証明書  

 (5 ) 第４条第１項第３号に該当するときは、対象講座に係る資格を取得し

たことを証する書類  

 (6 ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  



第８条に次の１項を加える。  

４  第４条第１項第２号に掲げる者に対する訓練給付金の支給については、

支給単位期間（雇用保険法施行規則第１０１条の２の１２第４項に規定す

る支給単位期間をいう。）ごとの支給を決定することができる。  

 第１０条中「訓練給付」を「訓練給付金」に改める。  

 第１号様式及び第２号様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式(第６条関係) 

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書 

 

   年   月   日  

 （宛先） 

 上尾市長 

 

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の対象講座の指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

フ リ ガ ナ  

生年月日  

 

年   月   日 

（     歳） 
氏 名  

個 人 番 号             

住 所 

〒 電話 

  

教育訓練施設の名称  

教育訓練施設の所在地  

電話 

教育訓練講座の名称 

 

 

 

教 育 訓 練 の 期 間    年   月   日 

(受講開始日) 

～ 

 

   年   月   日 

 

所 要 費 用 ( 予 定 ) 
入学料         円   授業料         円 

（合計額         円） 

公共職業安定所の教育訓

練給付金受給資格の有無 

受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格が 

（ ある ・ ない ） 

過 去 の 受 給 の 有 無 

過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことが 

（ ある ・ ない ） 

（備考） 

 

 

 

 



 

第２号様式（第７条関係） 

 上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書 

 

   第       日 

   年   月   日 

 

         様 

 

                      上尾市長           印 

 

 

    年  月  日付けで提出のありました上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座

指定申請書に基づき審査したところ、次のとおり指定しましたので通知します。 

フ リ ガ ナ  

生年月日 

 

年  月  日 

（   歳） 
氏 名  

住 所 

〒 電話 

  

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称  

教 育 訓 練 の 期 間    年   月   日 

(受講開始日) 

～ 

 

   年   月   日 

 

所 要 費 用 （ 予 定 ） 
入学料         円   授業料         円 

（合計額         円） 

支 給 方 法  

（備考） 

 

 

 

 



第４号様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式(第８条関係) 

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書 

 

   年   月   日  

 （宛先） 

 上尾市長 

 

上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けたいので、次のとおり申請します。 

フ リ ガ ナ  

生年月日  

 

年   月   日 

（     歳） 
氏 名  

個 人 番 号             

住 所 

〒 電話 

  

教育訓練施設の名称  

教育訓練講座の名称  

教 育 訓 練 の 期 間    年   月   日 

(受講開始日) 

～ 

 

   年   月   日 

 

う ち 支 給 単 位 期 間    年   月   日 

(初日) 

～ 

 

   年   月   日 

（末日） 

所 要 費 用 
入学料         円   授業料         円 

（合計額         円） 

雇用保険法による教育訓

練給付金の受給額 
             円 

希望する支払金融機関 

金融機関名  支 店 名  

口 座 種 別  口 座 番 号  

口 座 名 義  

（備考） 

 

 

 

 



附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和７年３月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の上尾市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支

給規則（以下「新規則」という。）第４条の規定は、令和６年８月３０日

から適用する。  

３  令和６年８月３０日前に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則（昭和

３９年厚生省令第３２号。以下「省令」という。）第６条の７第１項の規

定より指定された講座を修了した新規則第２条に規定する支給対象者（以

下「指定日前指定講座修了者」という。）については、新規則第２条第１

号及び第８条第２項第３号の規定は、適用しない。  

４  令和６年８月３０日前に対象講座（新規則第３条に規定する対象講座を

いう。）の受講を修了した者については、新規則第４条第１項第３号の規

定は、適用しない。  

５  指定日前指定講座修了者に対する新規則第６条第２項の規定の適用につ

いては、同項中「省令第６条の６第２項（省令第６条の１７の７において

読み替えて準用する場合を含む。）に規定する書類及び策定支援を受けて

いることを証する書類」とあるのは、「省令第６条の６第２項（省令第６

条の１７の７において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する書

類」とする。  


